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香川県建設工事指名競争入札指名業者指名基準を次のように定める。 

香川県建設工事指名競争入札指名業者指名基準 

（目的） 

第１条 この基準は、香川県建設工事執行規則（昭和３９年香川県規則第５４号）第１０条第１項の

規定に基づき、指名競争入札に指名しようとする者の選定について必要な事項を定めるものとする。 

（選定の原則） 

第２条 契約担当者（香川県会計規則（昭和３９年香川県規則第１９号）第２条第４号の契約担当者

をいう。以下同じ。）が、指名競争入札に指名しようとする者を選定しようとするときには、指名

競争入札に付そうとする工事の種類及び設計金額に応じ、香川県建設工事指名競争入札参加者資格

基準（昭和５５年香川県告示第４２７号。以下「資格基準」という。）第７条第１項の規定により指

名競争入札に参加する資格を有する者のうちから選定しなければならない。 

２ 契約担当者は、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格基

準第７条第２項の規定により指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから選定することがで

きる。ただし、前項の規定により選定された者の数を超えないよう努めなければならない。 

一 地域性等の事情により、資格基準第７条第１項の規定により指名競争入札に参加する資格を有

する者の数が少数であるとき。 

二 指名競争入札に付そうとする工事と密接な関連のある他の工事を資格基準第７条第２項の規定

により指名競争入札に参加する資格を有する者が施工しているとき。 

三 前号に掲げる場合のほか、特別の理由により、資格基準第７条第２項の規定により指名競争入

札に参加する資格を有する者から選定することが有利であると認められるとき。 

３ 契約担当者は、前２項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格

基準第８条の規定により指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから選定することができる。 

一 指名競争入札に付そうとする工事が、災害その他の理由により緊急の施工を必要とするとき。 

二 指名競争入札に付そうとする工事が、特殊機械又は第三者の権利の対象となっている施工方法

の使用を必要とするとき。 

三 前２号に掲げる場合のほか、特別の理由があるとき。 

（留意事項） 

第３条 契約担当者は、入札に参加する者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意

するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏

しないようにしなければならない。 

一 資格審査基準日以降における不誠実な行為の有無 

二 資格審査基準日以降における経営状況 

三 資格審査基準日以降における工事成績 

四 当該工事に対する地理的条件 

五 手持ち工事の状況 

六 当該工事施工についての技術的適性 

七 資格審査基準日以降における安全管理の状況 

八 資格審査基準日以降における労働福祉の状況 

附 則 

この基準は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（抄）（平成１４年１１月１日告示第６８２号） 

（施行期日） 

１ この基準は、平成１４年１１月１日から施行する。 

附 則（抄）（平成２３年３月１８日告示第１０９号） 

（施行期日） 

１ この基準は、平成２３年４月１日から施行する。 

 


